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東部公園 AED（自動体外式除細動器）賃貸借(令和７年度～令和９年度)仕様書 

１．適用 
この仕様書は、東部公園 AED（自動体外式除細動器）賃貸借（令和７年度～令和９年度)

について適用する。 

２．製品仕様 
① 機器本体及び使用するパッドは医療器具（除細動器）として医薬品、医療機器等法の

承認を得ていること。

② 機器本体は新品でなくてよいが電気ショック未使用のものとする。

③ 通電波形は、二相性波形で出力エネルギーは 150Ｊ（小児モード 50Ｊ）以上であるこ

と。

④ バッテリー方式で作動し、ショックの回数が 140 回程度以上のものであること。

⑤ ショックが必要であると判断した後であっても、患者の心電図波形が戻った場合には、

安全機能として電気ショックを自動的に取り消し（キャンセル）する機能があること。

⑥ 機械に CPR（心肺蘇生法）の手順のコーチング機能がついていること。その内容とし

て、胸骨圧迫は手の置き方を含み、人口呼吸は気道確保の方法・タイミングを含む手

順・回数を音声で指示できるものとする。

⑦ 耳の不自由な方でも操作できること。

⑧ 小児専用パッドが不要であり、電源をオンし、パッドを貼った場合も、電源を切るこ

となく、成人モードと小児モードを小児キーもしくはスイッチによる切り替えが可能

であること。

⑨ 付属品として以下のものを納品すること。

・バッテリー（本体付属のもの）

・専用キャリングケース

・パッド 1 組（本体付属のもの）以外に予備パッド 1 組

・小児キーが必要な場合は、本体付属のもの以外に予備のキー1 個

・AED 設置ステッカー2 枚以上

・収納ボックス

・救急セット一式（はさみ・感染防止用手袋・除毛用品・清拭用品・蘇生用マウスピー

ス等）

⑩ セルフテスト機能を有し、バッテリー残量や機器に不具合が生じた場合、アラーム音

やパンプが付くなど何らかの形でわかるものであること。

【参考製品】 

※ 同等品で入札を希望する場合は、事前に同等品申請を行うこと。

３．台数及び設置場所 
１台 東部公園野球場 管理棟２階事務所入り口横 

合計１台 

４．メンテナンス 
① 各施設職員に対し、簡単な作業であっても部品交換や修理作業を要求することは、こ

れを認めない。

② 定期消耗品は、使用期限前に無償で受注者が交換作業を行うこと。また、使用期限に
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至っていない期間であっても、バッテリー早期消耗やパッドの乾燥等の異常があった

ときは、速やかに無償にて交換すること。 
③ 消耗品の使用時は、無償で即納すること。

④ 通常保管管理状態の故障・破損・盗難時には、機器（本体・専用キャリングケース・収

納ボックス・AED 設置ステッカー・消耗品を含む本体付属品）の修理・交換を無償で

行うこと。また、修理期間中は代替品を無償で支給すること。

⑤ 設置場所の施設職員等が AED の異常を発見し連絡した場合は、速やかに対処し、AED
を使用可能な状態にすること。

⑥ 期間中に製造メーカーから出されたリコール等については、速やかに報告するととも

に、製品交換、部品交換、修理等の 対処を速やかに無償で行うこと。

５．説明 
AED 設置時、または消耗品交換時に、取扱方法・注意事項の説明を設置場所の職員に対し

て行うこと。 

６．提出資料 
履行期間開始までに、以下の資料を提出すること。 
・取扱説明書

・設置機械カタログ

７．期間 

① 契約期間：契約締結日から令和１０年３月３１日まで

② 賃貸借機関：令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

③ 納期

令和７年３月３１日までに完了すること。なお、納入にあたり施設運営に支障がな

いように事前に受注者は発注者と協議を行うこと。 

８．支払 
部分払２回、完了払（計１回払い） 
令和７年度 部分払１回 
令和８年度 部分払１回 
令和９年度 完了払い 
※各年度の支払については各年度の予算の範囲内とする。

９．その他 
① 受注者は、高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可を受けていること。

② ＡＥＤについては、すぐに使用できる状態にて納品することとし、運送料、設置料等

の必要経費については、契約金額に含めることとする。

③ 賃貸借期間満了時に今回設置する機器の引き取りを行うこと。なお、引き取り費用は

契約金額に含めることとする。

④ 契約後、この仕様書に疑義が生じた場合及びその他明記されていない事項は、双方の

協議によること。




